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老人医療受給者証 保険証（国保、
健康保険など）

後期高齢者医療
被保険者証　　

現　　在 平成20年４月から

①均等割額 保険料＝＋
②所得割額

所得　×　所得割率

仮　徴　収
４月（１期） ６月（２期） ８月（３期）

本　徴　収
10月（４期） 12月（５期） ２月（６期）

　平成20年４月から後期高齢者医療制度がはじまります。それに伴い後期高齢者医療被保険者証（保険証）
が３月中に被保険者１人に１枚交付されます。
　75歳以上の人、（一定の障がいがある（寝たきり等）65歳以上の人で、広域連合の認定を受けた人※）は、
全員新たな制度の被保険者です。※老人保健制度で認定を受けている人は、広域連合で認定を受けたものとみなされます。

 後期高齢者医療被保険者証（保険証）

発送方法
　保険証は、配達記録郵便により発送します。不在の場合には「不在連絡の通知書」が入りますので、通知
書に記載された方法でお受け取りください。

病院にかかるとき
　後期高齢者医療被保険者証１枚を窓口に提示
してください。

資格取得年月日（対象となる日）

※75歳になるときに加入の届出は必要ありません。届出をしなくても誕生日前に保険証が送付されます。
※一定の障がいがある65歳以上の人は、申請をして広域連合から認定を受けることが必要です。
　ただし、老人保健制度で認定を受けていた人は、認定を受けたものとみなされます。
　　　　　　　　
一部負担金の割合（窓口での負担）
　所得に応じて、１割または３割が記載されています。
　病院等には、かかった医療費の１割または３割を負担してください。

有効期限　平成21年７月31日
　ただし、平成20年度の所得（平成19年中収入）により負担割合が変わ
る人には、平成20年７月中に新しい保険証が送付されます。
　なお、負担割合が変わるのは、平成20年８月１日からです。

入院をするときに
　市町村民税非課税世帯等の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請をし
てください。なお、老人保健制度の「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの人は、保険証送付時
に同封して発送しますので、申請の必要はありません。

後期高齢者医療制度の被保険者に
後期高齢者医療被保険者証（保険証）を発送します

 受けられる医療の給付について

　現行の老人保健制度と同じ医療の給付が受けられます。
　老人保健制度で、高額療養費（負担した医療費が限度額（月ごと）
を超えた場合に支給）の申請をされている人は、引き続き広域連合か
ら支給されますので、申請の必要はありません。
　申請手続きをされていない人は、一度申請をされれば、高額療養費
に該当する月ごとに支給されますので、申請手続きをしてください。
　なお、新たに高額医療・高額介護合算制度がはじまります。同じ世帯内の介護保険サービスの利用料と医療
費の自己負担額の合算が高額になったとき、限度額（年ごと）を超えた分が支給されます。申請手続きについ
ては、申請受付が平成21年８月からとなりますので、申請時期が近づきましたら市報等でお知らせします。

 保険料の納め方

　保険料の納め方は、年金から徴収（特別
徴収）される方法と、市町村から送付する
納付書や口座振替等で納める（普通徴収）
方法があります。
　ただし、原則として年金から徴収され
ます。
※健康保険や共済組合などの被扶養者で
あった人については、特例措置とし
て、４月から９月までの半年間、保険
料の負担はありません。　

年金から徴収（特別徴収）
●年金が年額18万円以上の人
※ただし、介護保険料との合計額が年金額の２分の１を超える場合は除きます。
※平成20年度においては、会社の健康保険などの被保険者本人であった人は、特別徴
収に切り替わるまでの間、普通徴収となります。

年金の支給月（年６回）の際に、あらかじめ保険料が年金から徴収されます。

納付書等で納付（普通徴収）
●年金額が年額18万円未満の人
●介護保険料との合計額が年金額の２分の１を超える人

●７月に保険料額をお知らせする通知書兼納付書を送付しますので、７月から翌年２
月までの毎月（８期）納めます。

問い合わせ　大分県後期高齢者医療広域連合　☎097‐534‐1771（代表）
　　　　　　Mail：oita-kouiki@ever.ocn.ne.jp ホームページ：http://www4.ocn.ne.jp/̃oita-kou/
　　　　　　国東市役所市民健康課　国保係　☎0978721111　内線113

※新たな制度の被保険者になった日から、今まで加入してい
る医療保険の保険証、老人医療受給者証（または高齢受給
者証）は使えなくなり、後期高齢者医療被保険者証１枚で
受診できます。

●前年の所得が確定するまでは仮計算された保険
料を納めます。
※４月に保険料仮徴収額をお知らせする仮徴収額決定通
知書を送付します。

●前年の所得が確定後は年間保険料額から仮徴収
分を差し引いた額を３期に分けて納めます。

葬祭費の支給について
後期高齢者医療制度の被保険者が
亡くなられたとき、葬祭を行った
人に対して葬祭費20,000円が支
給されます。

【保険料】
　被保険者全員が保険料を納めます。被保険者全員が等しく負担
する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」との合計
額が保険料となります。

①均等割額　47,100円

②所得割額　基礎控除後の総所得金額 × 8.78％（所得割率）

対象となる人

対象となる人

納　め　方

※所得の少ない人については、世帯の所得に
　応じて均等割額が軽減されます。

対　　象　　者
昭和８年４月１日以前に生まれた人
昭和８年４月２日以降に生まれた人
一定の障がいがある65歳以上の人

資格取得年月日
平成20年４月１日
75歳誕生日当日

広域連合の認定を受けた日

手続き
申請不要
申請不要
申請必要


